
 磐田市原子力災害広域避難計画（概要） 

 磐田市地域防災計画（原子力災害対策編）に基づき、中部電力㈱浜岡原子力発電所での原子力災

害に備え、市内全域の住民等の避難や一時移転及び屋内退避の判断基準、避難先、避難経路、避難

手段等を定めます。

１ 想定する災害 

 原子力発電所の「単独災害」及び南海トラフ地震等の「複合災害」による放射性物質等の放出 

２ 避難先の確保の方針（親戚や知人等へ避難するなど自主的に避難先を確保も考慮します。） 

避難等の指示が出された場合の避難先 避難先 

単独災害又は大規模地震等との複合災害であっても受入が可能な場合 岐阜県 全 42 市町村 

岐阜県に避難できない場合 石川県 ９市町 

３ 避難等の判断基準と実施 

 避難、一時移転及び屋内退避は、原子力災害対策指針に基づき、発電所の状況や空間放射線量 

率等により、国が避難等の範囲を特定し、県、市及び事業者等が連携して実施します。 

  避難及び一時移転 

・空間放射線量率等が高い又は高くなるおそれのある地点から速やかに離れます。 

・空間放射線量率等は低いが、無用の被ばくを低減するため一定期間のうちに離れます。 

  屋内退避 

・放射性物質の吸入を遮へいのため、気密性が高い建物へ退避し、被ばくの低減を図ります。 

４ 避難の手段と避難経路 

  原則、自家用車（世帯単位）の避難とし、自家用車での避難が困難な住民等はバスで避難します。 

 

 主な変更概要（令和 3 年 10 月修正） 

  地域ごとの避難先（岐阜県）における避難経由所施設の決定 （※裏面参照） 

 今後の検討課題 

  ① 避難経路及び避難手段（避難用バス）の確保、燃料の確保及び渋滞対策等 

  ② 避難等対象区域での地震・津波の被災者の救出、救助の検討 

  ③ UPZ 外の避難等の検討 

  ④ 要配慮者等の避難先の確保   など 

※今回変更箇所
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